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招集年月日  令和７年３月２６日（水）午後２時００分から 

招 集 場 所  倉吉市駄経寺町２１２－５ 

 鳥取県立倉吉未来中心 

出 席 会 員  深澤会員（藏増部長） 伊木会員（藤岡部長） 広田会員 伊達会員（亀井

部長） 長戸会員 上川会員（川戸副町長） 金兒会員 𠮷田会員 松浦会員

（赤坂副町長） 宮脇会員 福本会員 手嶋会員 中田会員 竹口会員（諸遊

課長） 陶山会員 小澤会員 中村会員（書面） 﨏田会員（音田副町長） 

白石会員 清水会員（書面） 平井会員（中西部長） 深澤会員（山本事務局

長） 

欠 席 会 員  なし 

来    賓  なし 

事務局出席者  小倉常務理事 渡邉事務局長 田渕総務課長 入江審査課長 坂本事業推進課

長 大川課長補佐 入江係長 濱本主任主事 井田主任主事 

会議の記録者  入江総務係長 

日    程   １．開会 

 ２．理事長挨拶 

 ３．議長選任 

 ４．議事録署名会員選任 

 ５．議案審議 

 ６．協議・報告事項 

 ７．閉会 

報 告 事 項  報告第 １号 鳥取県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部改正につ

いて 

報告第 ２号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予

算補正（第２回）の専決処分について 

報告第 ３号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特

別会計歳入歳出予算補正（第２回）の専決処分について 

 ○業務勘定 

報告第 ４号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業

関係業務特別会計歳入歳出予算補正（第２回）の専決処分につ

いて 

 ○業務勘定 

報告第 ５号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業

務特別会計歳入歳出予算補正（第２回）の専決処分について 

 ○業務勘定 

 ○公費負担医療に関する報酬等支払勘定 

報告第 ６号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関

係業務特別会計歳入歳出予算補正（第２回）の専決処分につい

鳥取県国民健康保険団体連合会通常総会議事録 
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て 

 ○障害介護給付費支払勘定 

報告第 ７号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定

保健指導等事業特別会計歳入歳出予算補正（第２回）の専決処

分について 

 ○業務勘定 

報告第 ８号 鳥取県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部改正につい

て 

報告第 ９号 鳥取県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部改正につい

て 

議 決 事 項  議案第 １号 令和６年度鳥取県国民健康保険団体連合会役職員退職手当積

立金特別会計歳入歳出予算補正（第２回）について 

議案第 ２号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会事業計画について 

議案第 ３号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予

算について 

議案第 ４号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特

別会計歳入歳出予算について 

 ○業務勘定 

 ○国民健康保険診療報酬支払勘定 

 ○公費負担医療に関する診療報酬支払勘定 

 ○出産育児一時金等に関する支払勘定 

 ○特別医療費支払勘定 

 ○妊婦・乳児一般健康診査費等支払勘定 

 ○抗体検査等費用に関する支払勘定 

議案第 ５号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業

関係業務特別会計歳入歳出予算について 

 ○業務勘定 

 ○後期高齢者医療診療報酬支払勘定 

 ○公費負担医療に関する診療報酬支払勘定 

議案第 ６号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業

務特別会計歳入歳出予算について 

 ○業務勘定 

 ○介護給付費等支払勘定 

 ○公費負担医療等に関する報酬等支払勘定 

議案第 ７号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関

係業務等特別会計歳入歳出予算について 

 ○業務勘定 

 ○障害介護給付費支払勘定 

 ○障害児給付費支払勘定 

議案第 ８号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定
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保健指導等事業特別会計歳入歳出予算について 

 ○業務勘定 

 ○特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定 

 ○後期高齢者健診等費用支払勘定 

議案第 ９号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会役職員退職手当積立

金特別会計歳入歳出予算について 

議案第１０号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会負担金及び手数料に

ついて 

議案第１１号 令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会一時借入金について 

議案第１２号 鳥取県国民健康保険団体連合会役員の選任について 

 

開    会  田渕総務課長 午後２時００分、開会を告げる。 

 失礼いたします。定刻になりましたので、ただいまから鳥取県国民健康保険

団体連合会通常総会を開会させていただきます。 

 まず、本日の出席者数を報告いたします。会員２２名中、本人出席１１名、

代理出席９名、議長委任２名でございます。総会会議規則第６条で会議は会員

の定数の半数以上の者の出席で開くことができる旨が定められておりますので、

会議が成立しますことをご報告申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、広田理事長がご挨拶申し上げます。 

理事長挨拶  広田会員 皆さん、こんにちは。年度末ですが、皆さんにご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。また、日頃は当連合会の各種事業、運営等

にご協力、ご支援をいただいていることに感謝申し上げたいと思います。 

 倉吉市も昨日、議会が終わって、鳥取県さんと一緒ですが今日、人事の内示

をしたところです。市役所もばたついているなと思って、予想しなかった人事

もあったと思っているところですが、国会のほうも石破総理がいろいろご苦労

されている中で、年度内に予算も成立の見込みかなと思っているところであり

ます。 

 国会絡みで申しますと、私どもの関係でいきますと、高額療養費の限度額の

見直しが８月の予定が、今秋までにはまた検討するということで見送りになっ

ております。そのほか被用者保険の適用拡大について、連合会でその都度、皆

さん方にも情報提供させていただいておるところですが、本日の報告事項の１

つに入れさせていただいています。今、私どものほうで入手している情報を皆

さんにもお伝えしようと考えているところですが、財政の影響はそんなになか

ったようですが、会員としてはやっぱり加入会員が１１０万人ぐらい減少する

というような感じになりますので、私どもの運営にはまた非常に大きな影響も

及ぼすのかなと考えているところです。また、昨年と同様、改善強化全国大会

の要望事項の一つとしてもまた皆さんにご協力いただいて、要望事項の中でし

っかり国のほうにも申し上げていきたいなと思っているところでございます。 

 本日の議事といたしましては、本年度の補正予算、また、令和７年度の事業

計画並びに予算案を皆さんでご審議いただくということにしております。先ほ
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ど申し上げました被用者保険の適用拡大と各種の報告事項も盛りだくさんでご

ざいますが、本日もいろいろ忌憚のないご意見をいただいて、しっかり審議も

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

（拍手） 

議 長 選 任  田渕総務課長 ありがとうございました。 

 次に、議長の選任でございますが、総会会議規則第３条に、議長は会議の都

度、出席会員の中から選任する。選任されるまでは理事長が仮議長になる旨が

定められておりますので、広田理事長に仮議長をお願いします。 

仮議長 それでは、私のほうで仮議事を務めさせていただきたいと思います。 

 議長の選任方法についてでございますが、いかがでしょうか、私のほうにご

一任いただくということで、よろしいですか。 

会員 異議なし。 

仮議長 ありがとうございます。 

 それでは、ご異議なしということでございますので、指名をさせていただき

たいと思います。 

 岩美町の長戸町長さん、よろしくお願いしたいと思います。 

議長 議長に選任されました岩美町長の長戸でございます。張り切ってやりま

すので、皆さん、議事進行にご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

議事録署名会員選任  議長 早速ですが、議事録署名会員の選任について、総会会議規則２８条の

規定で、議長が指名する旨が定められておりますので、私のほうで指名をさせ

ていただきます。 

 智頭町の金兒町長さんと北栄町の手嶋町長さんにお願いいたします。 

議 案 審 議  議長 それでは、日程に従いまして、議案審議のほうに入らせていただきま

す。事務局のほうは、簡潔な説明をよろしくお願いいたします。 

 報告事項ですが、昨年１２月１９日の理事会議決事項と同じく１２月１９日

の理事会専決処分事項及び２月２０日理事会議決事項について、一括して議題

とさせていただきます。 

 事務局は、報告第１号、国保連合会職員給与規則の一部改正についてから報

告第９号、国保連合会職員給与規則の一部改正についてまで一括して説明をお

願いいたします。 

渡邉事務局長 失礼いたします。事務局長の渡邉と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、お手元のタブレット、２、説明資料というところをお願いいたし

ます。 

 資料の１ページでございます。報告第１号は給与規則の改正でありまして、

市町村職員の給与の取扱いに準拠し所要の改正を行うものでありまして、具体

的な改正内容は、３点でございます。 

 １つ目は、職員給料表の改正でございまして、２段階での改正になりますが、

第１段階は初任給や若年層に重点を置いた給料月額の引上げ、これは令和６年
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４月１日からの適用、そして、第２段階として、３級は１から４号給、４級、

５級は１から８号給、６級は１から１２号給までをカットして給料表の構造を

見直すものでございまして、施行日は令和７年４月１日です。 

 ２つ目は、期末手当・勤勉手当の改正でありまして、期末手当・勤勉手当を

合わせた支給月数を年間４．５０月から４．６０月に引き上げる改正をするも

のでございます。 

 ３つ目は、扶養手当の改正でございまして、配偶者に係る扶養手当、現行６，

５００円を廃止して、子に係る扶養手当、現行１万円を１万３，０００円に引

き上げるものでございます。施行日は令和７年４月１日としておりますが、経

過措置として、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間におきまし

ては、配偶者に係る扶養手当を月額３，０００円、子に係る扶養手当を月額１

万１，５００円とするものです。そのほか、所要の規定の整備を行うものであ

りまして、令和７年４月１日が施行日でございます。この規則の改正につきま

しては、令和６年１２月１９日の理事会において議決をさせていただきました。 

 続きまして、資料２ページでございます。報告第２号から報告第７号までは、

理事会専決とした補正予算書の概要でございます。 

 ２ページの資料でございますが、まず、業務勘定につきまして、１つ目は、

令和６年度税制改正に伴う補正でありまして、令和６年度の税制改正に伴いま

して一定の要件を満たす請負業、保険者等から委託を受けて行う請負業という

ことでございますが、これにつきましては収益事業から除外されることになり

ましたが、収益事業から除外される事業については、一般会計ではなく特別会

計で経理することを新たに求められたため、必要な予算の組替えを行ったもの

でございます。これによりまして、一般会計を２，７５５万７，０００円減額

して、こちらに掲げております３つの特別会計を増額するという補正が、まず

１点目でございます。 

 ２点目は、資格移動に伴い直接保険者間で療養費の調整を行う保険者間調整

が当初見込額を超えるため不足が見込まれる額を増額するもの、補正額は２，

０００万円の増ということでございます。 

 ３つ目が、ケアプランデータ連携システム導入促進事業でございますが、こ

れにつきまして、鳥取県から新たに業務を受託することにより必要な額を増額

するということで、増額は８１万２，０００円でございます。 

 ３ページに参りまして、支払勘定についてです。 

 １つ目は、介護保険事業関係業務特別会計の公費負担医療等に関する報酬等

支払勘定に係る補正でありまして、難病法に係る公費負担医療等について、前

年度に比べ件数、支出額が増加傾向であることなどから増額するものでありま

して、補正額は４６０万円の増でございます。 

 ２つ目が、障害者総合支援法関係業務等特別会計の障害介護給付費支払勘定

に係る補正でございます。処遇改善加算を取得した事業所が増加したことなど

によりまして、前年度に比べ金額が増加していることから増額をするものでご

ざいまして、補正額は３億３，２００万円の増でございます。 
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 引き続く４ページ、５ページには、今説明をした内容を表形式で整理をさせ

ていただきましたものでございます。これらの予算補正につきましては、令和

６年１２月１９日の理事会において専決をさせていただきました。 

 続きまして、説明資料６ページでございます。報告第８号、職員服務規則の

一部改正でございます。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の令

和７年４月１日の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず、１つ目として、時間外勤務の制限を請求できる職員の範

囲を、３歳に満たない子のある職員から小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員に改正をいたします。 

 ２番目に、子の看護休暇の取得事由に次の事項を追加ということでございま

すが、１つは、感染症に伴う学校の休業、出席停止、保育所等におけるこれら

に準ずる事由、そして、もう一つが、入園、卒園、入学の式典その他これに準

ずる式典への参加ということでございますが、こちらの入園等の式典の参加に

つきましては、９歳に達する日以後、最初の３月３１日までの間にある子に限

るということでございます。その他所要の規定の整備を行うこととしまして、

施行日は令和７年４月１日でございます。 

 資料の７ページでございます。報告第９号でございますが、給与規則の一部

改正でございます。これにつきましては昇格時号給対応表及び降格時号給対応

表を改正するというものでございまして、令和７年４月１日が施行日でござい

ます。第８号、第９号、この２件の規則改正につきましては、令和７年２月２

０日の理事会において議決をさせていただきました。 

 報告第１から第９号までの説明は以上でございます。 

議長 事務局より報告事項について説明がございました。 

 理事会等で承認されてあるものでございますが、皆様のほうからご質疑、ご

意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

会員 はい。 

議長 それでは、ご異議ないと認めまして、報告第１号から報告第９号までは、

原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 では、続いて、議決事項のほうに入らせていただきます。 

 議案第１号、令和６年度国保連合会役職員退職手当積立金特別会計歳入歳出

予算補正（第２回）について、説明をお願いいたします。 

渡邉事務局長 それでは、説明資料の８ページでございます。今回の補正予

算は、退職者に退職金を支給するための補正でございます。財源は退職給付引

当資産でございます。補正予算の総額は６８４万２，０００円の増でございま

す。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長 説明が終わりました。 

 ご質疑、ご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

会員 はい。 
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議長 それでは、ご異議なしと認めまして、原案のとおり決定させていただき

ます。 

 続きまして、議案第２号、令和７年度国保連合会事業計画についてから議案

第１１号、令和７年度国保連合会一時借入金についてまで、令和７年度の事業

計画と予算関係になりますので、一括して議題とさせていただきます。 

 それでは、順次、事務局より説明をお願いいたします。 

渡邉事務局長 それでは、資料９ページからでございます。まず、令和７年

度事業計画でございます。１、基本方針でございます。国民健康保険をめぐる

情勢といたしましては、被保険者が減少しているところ、さらに被用者保険の

適用拡大により、さらなる被保険者数の減が懸念をされているところでありま

して、本会の今後の事業展開にも大きな影響を受けることになります。このよ

うな本会を取り巻く環境の変化に対応していくため、令和５年度に策定した国

保連合会総合戦略ビジョンに基づき、医療・保健・介護・福祉分野の総合的・

専門的機関として、審査支払業務を通じて培ってきた知見やデータ分析を行っ

てきた専門性を生かして、地方自治体、医療・介護機関を支援し、県民の健康

寿命の延伸に取り組んでまいります。 

 加えて、調査・分析の範囲を保健事業の効果検証・評価に係る分析、社会情

勢の変化や制度改正等による影響分析などにも広げるとともに、要介護認定業

務など、新たな業務にも挑戦していきたいと考えているところでございます。 

 ２番、事業運営の重点項目についてでございます。総合戦略ビジョンの４つ

の柱に沿ってご説明させていただきます。 

 まず、１つ目は、医療分野です。①の項目についてでございますが、国保総

合システム最適化、審査・支払領域の共同開発・共同利用に向け、厚労省、国

保中央会等と連携し、本県の実情に合った高効率で低コストとなるシステム構

築に取り組むとともに、国のクラウド・バイ・デフォルトの方針に基づきシス

テム更改を計画的に高度化・効率化を推進していきます。また、支払基金と連

携し、審査結果の差異解消を図ります。 

 ②番について、ＫＤＢシステムに加えＮＤＢオープンシステム等も活用しな

がら、県全体の医療特性の把握や個別データの抽出・集計・分析を積み重ね、

医療行為や薬剤処方の問題抽出や改善策にアプローチしてまいります。また、

医療資源の適正利用や受診行動改善などによる医療費適正化につながる調査・

分析を行います。さらに保険者のニーズに対応し、あはき療養費申請書情報の

データ化を行います。 

 続きまして、③でございます。全市町村で取り組まれているガバメントクラ

ウドへの対応と合わせて、新たな支援の必要性の検討などを進めてまいります。 

 １０ページに進みます。２つ目は、保健分野でございます。①の項目につい

てですが、本会の強みであるＫＤＢシステムとこれまでの分析ノウハウを活用

し、各種計画に盛り込まれた保健事業をワンストップで総合的に支援し、保険

者の個別の健康課題解消に取り組んでいきます。また、在宅等保健師の会「梨

花の会」と連携し、専門職の知見・スキル等を最大限生かした保険者支援をし
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ます。 

 ②の項目でございますが、保険者協議会等と連携した健康寿命延伸、特定健

診・がん検診の受診促進に係る取組を推進してまいります。 

 次に、３つ目の柱、介護分野でございます。①の項目ですが、主治医意見書

（介護原因疾患等）の入力、集計、分析を行うなど、介護原因疾患データを活

用することにより、新規介護認定者数の減少や平均自立期間（健康寿命）の延

伸などの介護予防事業及び介護給付費の抑制につながるよう努めます。 

 ②番についてですが、ケアプランデータ連携システムについて、システム導

入による効果を調査し、事業所と連携してその成果を発信するなど、新たな導

入策を講じることにより、介護連携パスを推進します。また、要介護認定業務

への挑戦など、保険者のコスト縮減や、本会の新たな介護給付適正化に向けた

取組を展開します。 

 １１ページに参ります。４つ目の柱、福祉分野でございます。①の項目でご

ざいますが、令和８年度に予定されております予防接種事務、妊婦健診事務、

乳幼児健診事務のデジタル化に向けて市町村と連携しながら、効率的な事業実

施に向けた準備をしてまいります。 

 ②番の項目でございます。若者世代をターゲットにプレコンセプションケア

を推進します。若者世代に早くから妊娠・出産に関する正しい知識や自身の健

康状態を知り、かつ、将来の健康管理に反映できるよう、切れ目のない情報提

供・相談支援体制を構築し、自分に合ったライフプラン実現に向けて県と連携

して取り組みます。 

 最後に、効率的な事業運営と組織体制の整備という項目を掲げております。

健全な運営の推進、組織体制の整備、広報活動の拡充、研修の充実に取り組ん

でまいります。 

 次のページ、１２ページからの主な実施事業の概要につきましては、後ほど

ご確認をいただければと思います。 

 それでは、ページを進ませていただきまして、１７ページでございます。令

和７年度一般会計及び特別会計予算の概要でございます。まず、１、総括の表

をご覧ください。令和７年度の予算総額、この表の一番下の計③プラス④とい

うところでございますが、予算総額は約２，４４９億円であり、令和６年度に

比べて２．６３％、約６２億円の増となっております。このうち一般会計と特

別会計の業務勘定を加えた額、この表の①の額になりますが、これは約１９．

２億円でありまして、令和６年度に比べて１０．７７％、約２．３億円の減と

なっています。令和７年度は、事務用端末の更改、セキュリティー等管理シス

テムの導入、後期高齢者医療審査支払システム・特定健診システム等の更改、

プレコンセプションケアの推進といった増要素がある一方で、介護・障がいシ

ステムの更改が令和６年度で完了したこと、財政調整基金積立資産等の積立て

につきまして、洗替方式による積立てから必要な額を計画的に積み立てる方式

に変更したことなどの減要素が増要素を上回ったことによるものであります。 

 特別会計・支払勘定につきましては、この表の④番でございますが、約２，
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４３０億円でありまして、令和６年度に比べて２．７６％、約６５億円の増と

なっております。増減の理由につきましては、次の１８ページの上の表に記載

をしております。国保被保険者数減による診療報酬の減が約２．３億円、後期

高齢者数増による診療報酬の増が約２８．５億円、要介護認定者増による介護

給付費等の増が２１．２億円、障害者サービス利用申請増による障害介護給付

費等の増が約１６億円となっております。 

 その下の２、積立金の状況でございます。積立金につきましては、令和６年

度税制改正によりまして、洗替方式から必要な額を計画的に積み立てる方式に

変更されましたけれども、本会におきましては、令和６年７月の総会におきま

して承認された積立計画、参考として掲げておりますが、これに従って計画的

に積立てをしてまいります。 

 次のページ、１９ページに進みます。当初予算の概要でございます。①は支

払勘定を除く特別会計及び一般会計、７つの会計につきまして会計ごとの占有

割合を示したものでございます。②は、支払勘定について医療費の種類別の占

有割合を示したものでございます。 

 ２０ページに進みます。予算の内訳（性質別）の分析でございます。①は支

払勘定を除く特別会計及び一般会計の歳入についてですが、積立資産の積立て

方法の変更による積立金繰入金の減、アプリ「とっとり健康＋（プラス）」の

開発終了に伴う県委託金の減が主な減額理由となっております。 

 ②は歳出でございますが、歳入減と同様の理由、すなわち積立資産の積立て

方法の変更による積立資産の減、アプリ開発の終了に伴う委託料の減のほか、

基幹システムの機器更改による増額と、機器更改が終了したことによる減額が

それぞれございます。 

 説明資料の２１ページから２２ページにつきましては、会計ごとの性質別歳

入、歳出の状況です。後ほどご覧をいただければと思います。 

 ２３ページをご覧ください。支払勘定を除く会計別の予算総括表でございま

す。まず、議案第３号の一般会計につきましては、総額が２億３５０万２，０

００円、前年度比は０．７１７で、減となっております。主な増減理由でござ

いますが、アプリ開発の終了による減、令和６年度税制改正に伴い収益事業か

ら除外される事業については、一般会計ではなく特別会計で経理することを求

められたため、一般会計から特別会計に組み替えたことによる減、事務用端末

の更改による増。 

 議案第４号の診療報酬審査支払特別会計につきましては、総額は９億３，１

７３万１，０００円、前年度比では０．９９２と減でございます。主な増減理

由でございますが、税制改正により積立資産の積立て方法が洗替方式から必要

額を計画的に積み立てる方式に変更されたことによる減、新規事業、プレコン

セプションケア推進事業でありますとか、予防接種事務のデジタル化といった

事業でございますが、こういった新規事業による増、セキュリティー等管理シ

ステムの導入による増、保険者間調整の増、こういったものがございます。 

 議案第５号、後期高齢者医療事業関係業務特別会計につきましては、総額３
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億８，８９９万３，０００円となり、前年度比０．９１０と減でございます。

主な増減理由ですが、税制改正によって積立資産の積立て方法が変更されたこ

とによるもの、システム更改等によるもの、こういったことが増減の理由でご

ざいます。 

 次の２４ページに参ります。議案第６号は、介護保険事業関係業務特別会計

でございますが、こちらの特別会計、総額は３億３６８万９，０００円、前年

度比０．７７０と減になっております。増減理由といたしましては、税制改正

による積立資産の積立て方法が変更されたということと、システムの更改によ

る減、こういったものがございます。 

 議案第７号は、障害者総合支援法関係業務等特別会計でございますが、総額

は４，５８６万３，０００円でございまして、前年度比０．６３９と減でござ

います。税制改正による積立資産の積立て方法の変更による減、さらに、シス

テム更改の終了による減がございます。 

 議案第８号は、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計でございますが、

総額は５，１３３万６，０００円、前年度比１．２５６と増でございます。積

立資産の積立て方法の変更による減、システム更改の終了による減、これが主

な要因でございます。 

 議案第９号は、役職員退職手当積立金特別会計でございますが、総額は６万

２，０００円、前年度比０．０３７と大きく減になっておりますが、これは退

職給付引き当て資産への積立てを行わないことによる減でございます。 

 続きまして、２５ページに参ります。支払勘定の総括表を掲載いたしており

ます。まず、１番、国保につきましては、過去の診療報酬の減少率を勘案しま

して見込額を算出しておりまして、対前年比０．９９５と減を見込んでおりま

す。 

 飛ばしまして、６番、後期高齢者医療につきましては、過去の伸び率を勘案

して見込額を算出しておりまして、対前年比１．０２８と増を見込んでおりま

す。 

 ８番、介護給付費等につきましては、介護認定者数の伸びを勘案して、対前

年比１．０３４と増を見込んでおります。 

 １０番、１１番でございますが、障害介護給付費、障害児給付費につきまし

ては、過去の伸び率を勘案して見込額を算出しており、いずれも増を見込んで

おります。 

 １２番、１３番、特定健康診査・特定保健指導等費用、後期高齢者健診等費

用につきましては、市町村ごとに伸び率を試算し、いずれも増を見込んでおり

ます。 

 引き続きまして、２６ページでございます。主要事業予算の概要であります。

総合戦略ビジョンの柱に沿って説明をいたします。最初の柱は、医療分野でご

ざいます。最初の事業、療養費に係る適正化事業、新規事業でありまして、予

算額は２９０万４，０００円でございます。近年、医療分野は電子化が進んで

おりますが、あんま、はり、きゅうに係る療養費、柔道整復療養費については
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デジタル化が進んでいない状況であります。そこで、これらの療養費申請情報

のデータ化を進め、業務の効率化を図るとともに、保険者業務の軽減を図りた

いと考えております。具体的には、あはき療養費の支給申請書のデータ化、あ

はき療養費と医療レセプトとの突合点検用医療データ作成業務を行います。ま

た、令和８年度以降の取組についても合わせて検討を進めます。 

 ２７ページをご覧ください。予防接種事務のデジタル化に係る受託環境づく

り事業、新規事業でありまして、予算額は５５０万円であります。改正予防接

種法において、マイナンバーカードを活用した予防接種事務全体のデジタル化

が推進され、接種勧奨から医療機関への接種費用の支払まで一貫してデジタル

化が図られるとともに、市町村は予防接種の実施状況を厚生労働大臣に報告す

ることになります。また、市町村は本会に対して新たに予防接種関連業務の委

託が可能になります。そこで、本会において関連業務を担っていくための機器

整備、システム改修を行います。あわせて、デジタル化後も残る紙ベースの業

務について市町村の支援策を検討いたします。 

 ２８ページでございます。基幹システムの機器更改事業、新規事業でありま

して、予算額は５，６５０万９，０００円でございます。２８ページの後段の

ほうに、まず、後期高齢者医療請求支払システムのことを書いておりますが、

これは国保総合システムと一部リソースを共有する形でクラウドリフトを行う

ことで機器保守期限の縛りから脱却し、長期的な費用削減を図ります。 

 続いて、２９ページでございます。特定健診等データ管理システムでござい

ますが、クラウド化の利点である本稼働後の運用状況に応じたリソースの最適

化と合わせて、一部のサーバー集約化等を行うことで、本稼働後の運用・保守

費用の削減を図ります。このページの後段でございますが、セキュリティー等

管理システムでございますが、基幹系セキュリティー対策システム及び保険者

向けセキュリティー対策システム等を統合し、セキュリティー等管理システム

としてサーバーを集約し、ミドルウエアの削減を図ってまいります。 

 続きまして、３０ページでございます。２つ目の柱の保健分野でございます。

最初の業務は、健康・医療データ分析事業、拡充事業でございまして、予算額

は２，９１４万３，０００円でございます。各保険者が実施する保健事業のＰ

ＤＣＡサイクルが円滑に推進できるよう、それぞれの課題に応じた総合的な支

援を実施します。具体的には、保健事業ワンストップ総合支援では、保健事業

の効果検証・評価に係る分析や社会情勢の変化や制度改正等に基づく影響分析

など、分析の範囲を拡充します。また、とっとり健康＋（住民向け）の利用促

進では、市町村が行う保健事業での健康管理・記録等への活用促進を図ってい

きたいと考えております。 

 ３１ページをご覧ください。調査・分析の拡充概要を示したものでありまし

て、令和７年度は医療費適正化、社会情勢、保険者独自ニーズ、こういった分

野に拡充をして調査・分析を実施してまいります。 

 ３２ページをご覧ください。在宅等保健師の会との連携による健康づくり事

業でございまして、拡充事業であり、予算額は３２９万３，０００円でござい
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ます。在宅等保健師の会「梨花の会」と連携をして、専門職の知見・スキル等

を活用した保険者支援を実施いたします。市町村が実施する保健事業への人的

支援として、健診での問診や受診勧奨、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施事業への人的支援など、各種保健事業業務支援。保健指導受託体制の整備

など、保健師の人材不足解消に向けた取組、ストレスチェックを実施し働き世

代のメンタルヘルス相談支援を行う、職域における自死予防啓発事業。若年層

から健康意識の向上を目的とし、健康講座業務への人的支援を行う健康啓発業

務の支援、こういったことを実施してまいります。 

 続きまして、３３ページでございます。地域・職域が連携した健康づくり事

業（ライフコースアプローチの実現）、拡充事業でありまして、予算額は３２

３万７，０００円でございます。項目として、特定健診受診率向上、データを

活用した取組、県民の健康意識の醸成、地域に広がる支え合い健康づくり、保

険者の人材不足を解消する取組、こういったことに加えまして、新規として、

職域と連携した健康増進を掲げておりまして、事業所と連携して社員や家族向

けの健康測定～健康づくり研修会～効果測定等により健康づくりを展開してま

いります。また、県民の健康意識の醸成では、企業や団体の商品、広報媒体と

のタイアップ、学生を対象とした出前講座、市町村イベントとの連携を考えて

いるところでございます。 

 ３４ページでございます。３つ目の柱の介護分野でございますが、介護原因

疾患データ等活用事業、拡充事業でございまして、予算額は２０８万８，００

０円です。令和４年度から実施している要介護申請に至った原因疾患が記され

ている主治医意見書データを活用した分析等の取組を引き続き実施することに

より、新規介護認定者数の減少や平均自立期間（健康寿命）の延伸など、介護

予防や介護給付費の抑制につなげていきたいと考えているところでございます。

令和７年度はこれまでの分析により蓄積してきた情報を広く県民に周知するこ

とにより、介護予防に係る重要性の理解・行動変容への機運向上や醸成に取り

組んでまいります。 

 続きまして、３５ページ、４つ目の柱の福祉分野でございまして、プレコン

セプションケア推進事業、新規事業でありまして、予算額は２，３９０万４，

０００円でございます。若者世代に早くから妊娠・出産に関する正しい知識や

自身の健康状況を知り、かつ、将来の健康管理に反映できるよう、概念の普及

啓発と健診費用の請求支払スキーム構築に取り組みます。具体的にはプレコン

の普及啓発・潜在意識の醸成のため、県作成のリーフレット、ポスターを活用

して、広く県民に情報発信するとともに、相談窓口や支援機関を周知します。

また、県とともに共同事務局として有識者による検討会を開催します。さらに、

請求支払事務に係る既存システムを改修し、市町村から委託を受けるプレコン

セプション健診費用の請求支払事務に対応します。 

 次の３６ページに、４つの柱に共通する事業として広報事業を掲載しており

ます。内容を拡充しておりまして、予算額は８００万円でございます。住民の

健康づくりへの興味関心、情報共有などを図り、健康寿命・平均自立期間の延
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伸につなげることを目的に、住民を対象とした健診受診勧奨及び介護予防など、

重症化予防の取組を中心とした広報を実施いたします。また、医療・介護ＤＸ

の推進、各種制度の変更への周知等、医療費適正化につなげるための情報を提

供いたします。２番の事業内容のところに、４つの分野ごとに主な広報内容、

広報手段を掲載させていただいておるところでございます。 

 続きまして、３７ページでございます。負担金、手数料についてでございま

す。一般負担金は連合会業務運営上の基礎的費用に係るものであり、総会で定

める額として令和６年と同額の約４，４００万円お願いするものでございます。

それから、保健事業負担金でございます。総会で定める額として９６３万６，

０００円をお願いするものでございます。 

 次の３８ページでございます。第三者行為損害賠償求償事務負担金につきま

しては、求償相談員の人件費に係るものであり、４８８万９，０００円をお願

いするものでございます。次に、会計別の手数料でございますが、３８ページ

後段から４１ページにかけて記載をしておりますが、全て令和６年度と同額で

お願いをするものでございます。 

 進みまして、４２ページは、先ほどご説明しました一般負担金の保険者別の

内訳、４３ページは保健事業負担金の保険者別内訳、４４ページは第三者行為

損害賠償求償事務共同処理負担金の保険者別内訳でございます。 

 ４５ページに進みまして、議案第１１号、一時借入金についてでございます。

保険者からの診療報酬や介護給付費等の振込が間に合わないなどの事態に備え、

あらかじめ一時借入金の額を設定するものでございます。借入限度額の合計は

１０億１，７００万円、これは令和６年度と同額でありまして、利率、借入先、

償還財源についても、令和６年度と同様でございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長 主には、拡充事業と新規事業を中心に資料で説明をいただきました。今、

事務局のほうから、議案第２号から第１１号まで一括して説明がございました。

皆様のほうから、議案は一括で処理をさせていただきたいと思いますので、何

か、ご質疑、ご意見はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

陶山会員 ３５ページです。プレコンセプションケアについて提案がありま

した。具体的にこれは、対象は若者世代、２０代、３０代とありますけれども、

２０代、３０代の誰に、どの人が、いわゆる、実施主体は市町村ということに

なっているのですけれども、どういう具合なイメージをお持ちなのかをお聞き

したいのですけれども。市町村がどの世代に、プレコンですから、出産前、受

胎前、または結婚前の、早期に子供をつくったほうが将来的にいいよというこ

とをしろと国が言っているのでしょうけれども、これはどうアプローチしてい

くようなお考えなのかということをお聞きしたいのですが、お願いします。 

議長 分かりますか。 

坂本事業推進課長  こちらの事業は、市町村さんによっても対象の考え方

があろうかと思いますが、対象者は２０代、３０代の全住民です。市町村さん
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によっては、二十歳の集いで啓発のリーフレットを既に配っておられたり、２

０歳また２５歳の２つの年齢に区切って受診の啓発をしておられたりというこ

とはあります。対象者というのは、市町村さんによっても考え方があるかと思

いますが、全住民、２０代、３０代の若い世代を考えております。 

小倉常務理事 すみません、補足をさせていただきます。 

 このプレコンレセプションケアというのは、県と市町村と我々と、３者で共

同の事業として取り組もうとするものであります。対象は、２０代、３０代の

男女全て。広報は、県もやりますし、国保連合会もやりますし、各市町村もや

る。その中で、若い世代から自分の体の状況を分かってもらいたいということ

が主であります。近年、不妊治療であるとか、そういった医療費がかさんでき

ているという実態があります。自分の体を、若いうちから知り、自分のライフ

プランを描いていく、その取組の一環として、２０代、３０代を対象に、プレ

コンレセプションケアとして事前に自分の体を知るための健診をしていただこ

うと。その主な業務として、広報と請求支払事務を本会が請け負うというもの

であります。 

 ですから、ここに画を書いておりますけれども、市町村と県、そして国保連

合会が一体となってこの事業を推進していく。目的は、若い世代から自分の身

体を知り、例えば、早期に結婚しなければ何らかの問題があるとか、そうでは

なくて、自分のライフプランに沿った思いのとおりの生活を全うできるとか、

そういったことの一助にしていただくために、この健診というものを推進して

いこうというものであります。大体分かっていただけましたでしょうか。 

議長 陶山町長、いかがでしょうか。 

陶山会員 分かりました。この画の中で、市町村が２０代、３０代の方々に

勧奨する。２０代、３０代の方は、検査実施機関に受診をしてカウンセリング

を受ける。そして、そのデータは、国保連に行って、鳥取県に行って、また市

町村に返ってくるということで間違いないですか。 

小倉常務理事 最終的には、市町村に返ってきます。 

陶山会員 返ってくる。 

小倉常務理事 はい。 

陶山会員 果たして、皆さんもそう思っているのか、この健診を本当に受け

てくれるぐらいのことになるのかどうかというところ、うちでも悩んでいるの

ですよ。一つ、広報ですか、こちらのやり方を間違えると重大な人権問題につ

ながると思いますし、この辺りのところを市町村が非常に難しいところを背負

っていますので、国保連も、それから鳥取県も、広い範囲でそういう、国民に

機運を盛り上げていただかなければ、市町村は、簡単なことではなかなかでき

ないなということもご理解いただきたいと思います。 

議長 どうぞ。 

小倉常務理事 このプレコンセプションケアは、国を挙げての取組になって

おります。ですから、国においても、この広報を令和７年度から本格的に展開

する。また、その周知のためのいろんなイベントにも補助金を提供するという
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ようなスキームを提供しております。県も我々も、プレコンとは何なのか、何

で必要なのか、何のためにするのか、そういったところを中心に広報展開して

いきたいというふうに考えておりますし、ある町でアンケートを取りましたら、

２０代、３０代の男女約５０％の方が検査をしてみたいというような結果も得

られているところであります。ですから、若者世代については、ある程度関心

事ではないのかというふうにも思っておりまして、先ほど町長が言われたよう

に、間違いのないように、変な誤解を生まないように、それは慎重に広報展開

していきたいというふうに思っております。 

議長 議長が言うのはおかしいですけれども、本来は、学校教育の中で、成長

過程に応じてずっと教育課程の中でやられるべき部分だったと思うのですけれ

ども、去年ぐらいから急にこの言葉が出だして、今年一斉にやれみたいなこと

になってしまったなと。そういった部分でいうと、広報の取組を、陶山町長が

言われたように、行政が本当にどこまで関わっていくのかというところは、各

市町の首長さん方は悩ましいところだと思っておりますので、また、連合会の

ほうでも、お知恵を拝借できたらと思います。 

小倉常務理事 ありがとうございます。 

議長 どうぞ。 

宮脇会員 この取組は去年からうちの町でやっていまして、講習会でこうい

うものがありますという広報をやって、それで、若い学生さんたちを中心に講

演を聞いてもらい、それでアンケートを取ってみたら、やっぱり先ほどおっし

ゃったような数字が出ていて、ですから、関心を持っておられると。長戸町長

さんがおっしゃいましたように、基本的には、人口問題を解決するための一つ

の手法としても大きな要素を占めていると。というのは、２０代ぐらいで子供

を産むのが、一番子供にとってもいいし、親にとってもいいということがあり

ます。今、劇的に痩せている女性も多いので、そのようなことを防がないとい

けないという観点もあって、私、この話を初めて聞いたときに、そんなことを

言うなら早く結婚しろと同じことだから、学生から変えてかからないといけな

いのではないかと思ったところでございまして、ですから、おっしゃったよう

に、年代に応じて、子供たちに健全な体をつくるのだということを教育してい

く一環の中で、どこかの部分で、教育もきちんと触れてＰＲしてもらうことも

必要だと思います。その一翼を、我々は地方創生の大きな柱を担っているわけ

で、そういう点から、自治体もやっぱり頑張っていかないといけないかなとい

うふうに思っているところです。 

議長 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしますと、事務局のほうから一括して説明がございました、議案第２号

から議案第１１号までは、原案のとおり決定させていただいてよろしいでしょ

うか。 

会員 異議なし。 

議長 では、ご異議ないものとさせていただきます。 
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 続いて、議案第１２号、国保連合会役員の選任について、説明をお願いいた

します。 

渡邉事務局長 説明資料の４５ページ、後段でございます。役員の選任につ

いてということでございます。 

 まず、１つは、役員の任期、令和７年４月１日から令和７年６月９日まで、

選任する役員、理事１人。もう一つが、役員の任期、令和７年６月１０日から

令和９年６月９日まで、うち、学識経験者理事は令和７年４月１日から令和９

年６月９日まで、選任する役員は、理事１２人及び監事４人でございます。 

 ただいま資料を配付させていただきました。 

小倉常務理事 では、私のほうから説明させていただきます。 

 今、お手元のほうに、役員名簿案というものをお配りさせていただきました。

この理事でございますが、一番最後の４６ページ、理事の構成ということで示

しておりますが、理事の中で、４市の市長さん、それと、あとは、町村会長さ

ん、そして、東部、中部、西部の町村から１名ずつ選任、それと学識経験者と

鳥取県、それと後期高齢ということになっております。今、ペーパーをお配り

しましたが、このルールにのっとって４市の市長さん、そして、町村会長さん、

そして、東部、中部、西部の町村会から、上川町長、松浦町長、中村町長が選

任されているところであります。また、医師会、鳥取県、そして、後期高齢は、

引き続きということでございました。また、学識経験者でございますが、私が

言うのも何なのですけれども、３月で退任させていただき、４月１日から現在

の地域社会振興部長の盛田聖一さんに就任をお願いするということで、皆さん

にご承認をお願いしたいというところであります。監事のほうは、書いてある

とおりでございます。長戸町長、手嶋町長、﨏田町長、そして、入江監事とい

うことでございます。よろしくお願いします。 

議長 議案第１２号の国保連合会役員の選任について説明がございました。 

 ご質疑、ご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

会員 異議なし。 

議長 それでは、ご異議がないものとして、原案のとおり決定させていただき

ます。 

協議・報告事項  議長 では、６の協議・報告事項に入らせていただきます。 

 協議事項の１、国保連合会総合戦略ビジョンに係る令和６年度進捗状況・令

和７年度改訂（案）について、事務局より説明をお願いいたします。 

渡邉事務局長 それでは、３、協議報告事項というところをご覧ください。 

 協議報告事項、１ページでございます。総合戦略ビジョンに係る令和６年度

進捗状況・令和７年度改訂（案）についてということでございます。総合戦略

ビジョンに係る令和６年度の進捗状況でございます。総合戦略ビジョンにつき

ましては、毎年度ＰＤＣＡを回す取組を深化させていくということにしており

ますが、令和６年度実績を確認するとともに、策定後の状況を踏まえて改訂を

したいと考えてございます。 

 まず、令和６年度の進捗状況でございます。ビジョンに掲げました令和６年
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度の取組について、分野ごとに定めた工程表に沿って取組を推進し、計画どお

り実施することができました。 

 詳細な進捗につきましては、３ページ以降に表でまとめさせていただいてお

ります。総合戦略ビジョンに掲げた取組について、それぞれ進捗状況を整理し

ておりまして、右から２番目のところに進捗状況という欄がございますが、達

成できたものにつきましては、達成完了ということで記載をさせていただき、

そのほかの項目につきましても、進捗の状況を記載をしているところでござい

ます。 

 資料を１ページに戻らせていただきまして、２番、令和７年度の改訂（案）

の概要というところでございます。ビジョンに掲げました項目につきましては、

それぞれ進捗状況の確認をした上で、令和７年度につきまして、これからの取

組について取りまとめをさせていただいております。令和７年度におきまして

は、前年度の取組を深化させていくとともに、これまで培ってきた知見や専門

性を生かして、保健事業の効果検証・評価に係る分析や、社会情勢の変化や制

度改正等に基づく影響分析等にも分析範囲を広げまして、要介護認定業務など、

新たな業務にも挑戦をしてまいります。 

 以下、今後、取り組む新たな取組、もしくは、拡充事業について記載してお

ります。各４つの分野ごとに記載をさせていただいておりますが、まず、医療

につきましては、医療費適正化に向けた施策の展開ということ、それから、療

養費に係る適正化事業、これにつきましては、新規でございます。さらに、予

防接種事務のデジタル化に係る受託環境づくり事業、こういったあたり、先ほ

どの、主要事業のところでも説明をさせていただきましたけれども、こういっ

た新規事業にも来年度以降取り組んでまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

 それから、次の保健事業でございます。１つ目の健康・医療データ分析事業、

次の在宅等保健師が活動できる仕組みの構築、さらに、地域・職域が連携した

健康づくり事業、これらにつきまして、先ほどの主要事業でもお話をさせてい

ただきましたけれども、来年度につきまして、こちらに記載のとおり、事業を

拡充して展開をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 次のページ、２ページに進みます。介護の分野につきましては、科学的介護

予防事業ということで、拡充をしてまいります。実データに裏打ちされました

分析を行いまして、取組提案につなげるとともに、介護につながりやすい疾病

や生活習慣などの傾向について情報発信をしてまいります。 

 最後に、福祉分野でございます。今もご議論をいただきましたけれども、プ

レコンセプションケアの推進事業、これに今後取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

 このように、令和７年度につきましては、新たな事業、また、拡充をしてい

きまして、このビジョンの取組をさらに深化をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 説明は以上でございます。 
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議長 説明が終わりました。皆様のほうで、ご質疑、ご意見がございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、２の審査支払システム共同開発・共同利用の対応について、事務

局より説明をお願いいたします。 

小倉常務理事 私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 審査支払システムの共同開発・共同利用、これは、これまでも総会の場で、

今どんな状況なのですよというのを説明させていただいた案件でございます。

結論からいいますと、今、国保中央会、国保連合会は、大きな岐路に立ってい

ます。この審査支払システムの受付領域については、既に開発が終わり、今年

度から共同利用しているところでありますが、今、これから開発しようとする

のが、審査領域です。審査領域を開発するために、どんなやり方が一番コスト

が安く済むのか、メンテが安く済むのか、そういったことを念頭に置いてこれ

まで議論が、重ねられたところであります。その案として、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案

というのがこれまで示されてきました。Ａ案というのが、全てウェブ化して、

全面的なモダン化をやろうではないか、今までのオンプレで持っていたサーバ

ーを全てクラウド化し、ウェブ化し、モダン化して、コスト減を図っていこう

ではないかというのがＡ案。Ｂ案が、一部それを図るのですけれども、画面シ

ステム等は支払基金のものを活用しようではないか。Ｃ案は、支払基金のシス

テムをベースとして、足らざるものを足していけばいいではないかということ

であります。将来的にみて一番コストダウンにつながるのは、ウェブ化なので

す。ですから、Ａ案が一番コストダウンにつながるということで、Ａ案で向か

おうとしていたところですけれども、一番最新のシステム化をしているのが支

払基金なのです。支払基金の持っているシステムのいいところを取り入れたＡ

案でいこうではないかということで、これまで、厚労省、デジタル庁、そして

支払基金、国保中央会が協議をしてきたところであります。 

 そういったところで、Ａ案でいけば幾らになるかというのが、下のような表

なのですけれども、イニシャルコストでいえば、これ、税抜きなのですけれど

も２９０億、ランニングコストを入れて、トータルで６５７．２億円というも

のが示されたところであります。ただ、我々としては、この額が本当に妥当な

のか、そういった疑念もあったところでございまして、また、共同開発する範

囲、そういったところにすごく疑念を持っておりました。 

 そういったところで、次のページなのですけれども、Ａ案における懸念事項

ということで書いております。我々としては、この中ほどの表、③、④で網か

けしてあるところ、この３５項目について、国保と支払基金で双方が共同開発

しましょうと、ウィン・ウィンでやりましょうということで働きかけをしてき

たところであります。ところが、支払基金のほうから２月末に回答が寄せられ

まして、右のほうにありますように、３５のうち、７項目しか共同開発しませ

んよという回答がまいりました。残りの２８項目は今のやり方で十分できます

よというふうに、支払基金が回答してきたのです。皆さんご承知のとおり、支

払基金というのは、人によるところが大きいわけです。国保よりも支払基金の
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人数が多いのです。国保は、これまで人を減らしてシステムにシステムにとい

うことで、コストダウンを図ってきています。それを支払基金はしていないの

です。ですから、２８項目については今までどおりでやりますよという、人の

力でやりますよ、国保もそれに従ってください、そういう共同開発にしましょ

うという言い方を変えてきたのです。逆をいいますと、これまで我々は、シス

テム化によって人を減らしてきたものを、先祖返りのように、人の力でやれと

言っているのと一緒なのです。それだと、国保のほうのコストがかさむ一方な

のです。 

 ですから、もう考え方を変えようということで、次の①から④までございま

すが、イニシャルコストの妥当性というものを示してもらわなければいけない。

要するに、２９０億、今、税込みで３２０億のものが示されていますけれども、

本当にこのコストで、できるのですかということを言っています。これまでの

経緯を見ると、当初、ベンダー側では、２９０億では絶対できないと、５００

億要るのだと言ってきたものを、このデジ庁とか厚労、支払基金が、掛けるコ

ンマ８みたいなことで、自動的にコストダウンを図ったのが２９０億、税込み

３２０億。それで本当にできるのですかという問題提起をしています。また、

②ですけれども、業務運用レベルの低下、これをやられると、保険者サービス

の低下になりませんかということです。ご承知のとおり、支払基金は保健事業

をしていません。単に審査をやっているだけなのです。ですから、審査の中で

保健事業につながるようなフラグを立てたり、こういった保健事業につながる

審査というものをやっていないので、シンプルな審査のシステムになっている、

かつ、単年度で廃棄するシステムになっているのです。我々のように、５年保

有して保健事業に適用させるようなシステムになっていない。その辺で、まと

もにこれを受けると、保健事業のほうに大きく影響するのではないか、その質

の低下につながるのではないか、そういった疑義を感じているところでありま

す。 

 そして、次のページ、③ですけれども、開発費用に充てるための財源不足。

本年度から税制改正されて、計画的に積立て計画を立てて資金を積み立てるこ

とができるようになったわけですけれども、この積立て計画の範囲内で財源が

確保できるのか。まともに受けると到底できないと我々は判断しておりまして、

当然、国費充当、この要因は、国の要請によるものでありますから、当然そこ

には、国費充当というのは欠かせない、切り離せないということを考えている

ところであります。 

 最後に、ＡＩ振分です。基金は、ＡＩを導入して、レセプトの１割を、再審

査なり返戻にもっていけるようなＡＩ振分というものを導入しています。これ

を国保にも導入しろというわけです。動機が不純だと私は言っているのですけ

れども、過去の審査をＡＩが学習して振り分けるのなら、それは効果があるの

でしょうけれども、１割に絞り込むためのＡＩ活用ですので、それが本当に効

果的なのか、本当にＡＩと言えるのか、それは、本当に検討してみないと分か

りませんよと。早々に導入できるような代物ではないのではないですか、そん
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な言い方をしているところです。 

 ということで、今までＡ案ということで走ってきたわけですけれども、

（３）に書いておりますとおり、これからは、次のページの中ほどに書いてあ

りますように、全て、全面的にウェブ化してモダン化するのではなくて、基金

と折り合ったところ、基本的なところのみを共同開発、共同利用しましょうと。

これ、ＢＣＰ案と言っていますけれども、このＢＣＰ案でこれからはいきたい

のだということを、先般、この４者の協議の場に出したところです。まだ結論

は出ていませんが、共同開発、共同利用する分野を極力狭めて、あとは、それ

ぞれの持っている強みを、それぞれが開発したり、今のものをクラウドリフト

したり、そういった利用で十分ではないかという提案をしています。 

 それによって、イニシャルコストの概要のところを見ていただきますと、今

まで、これは税込みなのですけれども、３２０億と言っていたＡ案が、もしか

したら、このコストの見直しで５９０億プラスアルファになる、それが共同利

用を狭めることによって、２６４億、その他を足しても４２１億となり、コス

トダウンが図れるのではないか、そんなふうに思っているところです。逆に、

支払基金としてはコストアップになる。今まで、２９０億のうちの１２０億ぐ

らいで済むと思っていたのが、３００億ぐらい、２５０億ぐらい要る、そんな

結果になるのかもしれません。これは、これからの議論ですけれども、こうい

った今岐路に立っているということをご承知いただきたい。これから、ここ二、

三か月が大きな山だと思っています。デジ庁、厚労省、支払基金、我々の味方

になっておるのは、厚労省の保険局だけなのです。医療局は、基金寄りなので

す。ですから、このハードルというのはすごく高い。ですから、夏要望、でき

たら春要望でもいいのですけれども、地方六団体の要望で、国にこれは上げて

いかざるを得ない、そんなことを今考えています。もう少し、保険局、または

中央会とのすり合わせが必要ですけれども、いざというときには、お力をお借

りしたい、そんなところで、今日は協議事項として上げさせていただきました。

よろしくお願いします。 

議長 説明が終わりました。 

 といって分かったかなと思いながら、このほうのあたりで、ちょっと桁が大

きいのと、時間がすごく短いなというのが、率直な私の感想ですけれども。皆

さんのほうで何か、ご質疑、ご意見はございますか。 

 では、私から。夏までに合意がなされなかった場合は、どういう方向性にな

るわけですか。 

小倉常務理事 もう、腹をくくるしかないなと思っています。要するに、共

同利用・共同開発、受け付け分野については、もうできているのですね。だっ

たら、審査分野は諦めてもいいのではないか、そんな腹を持つときがきている

のかもしれません。ただ、そうは言っても、デジ庁なり厚労省のメンツという

のもあるとは思うのですね。ですから、最小限共有できる部分、支払基金と、

では、そこはやりましょうねと、握手が握れる部分について共同利用・共同開

発しようではないかというのが、今のこのＢＣＰ案なので、そちらの方向で極



 

 

－ 21 － 

力押していきたいと思っています。まだ先は見えません。恐らく、４月が山に

なると思います、いませんが。 

議長 皆さんのほうからいかがですか。 

 では、この件については、そのほかご意見がないということで、今ご提案い

ただいた内容で取りあえず了とさせていただいてよろしゅうございましょうか。 

 では、ご意見がないようですので、説明のとおりということにさせていただ

きます。 

 では、報告事項のほうに入らせていただきます。 

 １つ目の被用者保険適用拡大に係る市町村国保被保険者数への影響について、

説明をお願いいたします。 

入江審査課長 審査課長の入江でございます。それでは、１０ページのほう

をお願いいたします。 

 これにつきましては、昨年の９月頃、一度試算をさせていただいております。

概要に添付しております表の赤枠のところにありますような内容で、本国会へ

法案提出が見込まれるなどの見直し方針がこのたび明らかになってきましたの

で、直近の情報を基に改めて試算を行ったものとなってございます。冒頭、理

事長さんからの挨拶の中にもありましたとおり、１１０万人という規模で全国

の国保で減少が見込まれるという中で、鳥取県はどうなってくるのかというと

ころでございます。 

 １つ目、修正ポイントですけれども、企業規模要件の撤廃の部分でございま

して、前回は、フルタイム以外の方のうち、２０時間未満の方を全体の２分の

１として試算しておりましたが、直近の国の資料を踏まえて、全体の約３分の

１として、この資料の〔Ｄ〕の比率を０．３４に見直しを行いました。これに

よりまして、影響が、当初１万１，８２４人としておりましたが、今回は８，

８０７人に減少しております。 

 ２つ目の修正ポイントですが、裏面になります、１１ページになりますが、

個人事業所非適用業種解消の部分にも修正がございまして、こちらも、国の資

料において、保険制度全体で２００万人と、大枠で提示されていた従業員数に

ついて、国保の５人以上の個人事業所の従業員数は２５万人と明示されました

ことから、再計算をいたしております。その結果、前回の試算では８，０００

人としていたところが、約１，０００人と、大幅に減少しております。まとめ

ますと、前回は１万９，８２４人と、鳥取県国保被保険者全体の約２割という

試算を提示しておりましたが、今回の試算で９，８０７人と、約１割という形

で修正をさせていただいております。また、企業要件の撤廃につきましては、

これは、下のポンチ絵のほうにもありますが、令和９年からＲ１７年にまでを

かけ、従業員規模に応じて段階的に適用していくという方向で検討をされてお

りまして、その段階ごとの試算を今回行わせていただいております。青い線が

鳥取県全体ですけれども、現時点として記載している令和６年１１月末時点で

被保険者数が９万８，１２８人いますけれども、従業員規模に応じて４段階で

減少していく形が見ていただけるかと思います。非適用業種については、一番
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右側ですけれども、既存事業所への適用は当面見送りで検討をされているとな

っておりますので、時期未定と記載しております。これは、あくまで１１月時

点を基点とした時点集計ですので、当然、被保険者の自然減がこれに加わって

くるというところもご承知おきしていただければと思います。 

 最後に、１人当たり医療費への影響についてでございますが、前回の試算で

は、適用拡大後、１人当たり医療費の月額約５，０００円増という試算結果を

示させていただいておりましたが、今回試算が、加入被保険者数が減少します

ので、１人当たり約３，０００円増というふうに、少し減少した結果となって

ございます。 

 説明は以上です。 

議長 ただいま説明がありました内容につきまして、ご質疑、ご意見はござい

ますでしょうか。 

 推計数値の報告ということで、よろしゅうございましょうか。 

 発言は、手を挙げて。 

 それでは、意見がないようでございますので、２の健康・医療データ分析セ

ンターの効果と「とっとり健康＋プラス」の実績について、それから、４の自

治体検診ＤＸについてまで、一括して事務局より説明をお願いいたします。 

坂本事業推進課長 事業推進課の坂本が、健康・医療データ分析センターの

効果と「とっとり健康＋プラス」の実績を説明します。 

 データ分析の取組の背景としまして、令和２年度に国保法の改正がありまし

た。業務運営の基本理念と、保健事業等に関する援助などの法改正に基づきま

して、これまで国保連合会は、健康・医療データ分析センターとして強化して

取り組んできたところでございます。 

 令和５年度までの取組実績についてですが、様々な国、他県、また他県の国

保連、企業などからの取材を受けております。令和２年度に設置したデータセ

ンターでございますが、令和５年度までの取組の中で視察が１３団体、また、

取材・事例紹介なども受けているところでございます。認知度もこのようにア

ップしているところです。保険者のデータセンターの活用状況についてですが、

ＫＤＢの活用頻度については、ご覧のとおり、令和２年度の約３倍の活用とな

っておりますし、また、データヘルス計画の策定支援などを含む分析業務の受

託件数についても、令和５年度までに１９件、たくさんの保険者様からのニー

ズに応えているところでございます。内容としましては、基本的な分析から介

護予防・フレイル対策、また、生活習慣に関するがん罹患分析や脳血管疾患、

高額な医療費などによる人工透析などの分析も、様々な角度で行っております。

被保険者の健康度についてですが、みなし健診の影響率については、令和５年

度は０．８％の健診受診率への影響率となっておりまして、今後も推進してい

きたいというふうに考えております。また、被保険者の健康意識についても、

様々なイベントにおいて健康ブースなどを設置して、肌に感じて住民さんの声

をいただいておるところです。ここに記載してはいないのですけれども、健康

寿命についても、３年に一度国のほうで算出するデータになりますが、令和４
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年度の値については、前回の調査結果から、男性が４５位から１７位、また、

女性においては４１位から３９位と、男性がすごく健康寿命が延びているとい

う結果になっておりまして、今後も健康意識の向上の推進に努めていきたいと

考えております。 

 次のページをお願いします。先ほどまでの、５年度までの取組と併せまして、

令和６年度の取組状況です。市町村国保と全国協会けんぽが共同して進めてお

ります健康づくりのモデル事業にも、令和５年度から６年度にかけて、湯梨浜

町において実施しておりまして、こちらは、全国で２県、佐賀県と鳥取県のほ

うを選んでいただきまして、推進してきました。また、国立循環器病研究セン

ターが設置しております政策提言のためのアドバイザリー会議においても、委

員として小倉常務理事が保険者の代表として参画し、現場のデータ連携の必要

性などを発信しているところでございます。 

 続きまして、「とっとり健康＋プラス」の実績です。令和５年度に運用を開

始しました保険者向けの健康アプリになりますが、保険者の保健師などの専門

職の業務が、効果的、効率的に実施できるよう支援をしているところでござい

ます。また、令和６年度には、後期高齢者のデータを追加しまして、また、タ

ブレットの端末にダウンロードして活用できるように改修したところです。住

民の集まる場所、健康教室や、健康相談の場などでの利用にアプローチの範囲

を拡充して取り組んでいただいております。 

 １４ページをお願いします。こちらは、保険者向けのアプリの各保険者の

方々の活用頻度、状況になりますが、多く使っていただいている保険者の中で

は、保健指導の際に、被保険者への指導内容や被保険者自身の健康状態を事前

に把握するために活用していただいております。また、今年度の機能拡充によ

りまして、被保険者の個人データが経年的に出力できるようになっておりまし

て、こちらのほうも活用いただきたいというふうに考えております。 

 続いて、１５ページをお願いします。こちらは、住民向けのアプリになりま

すが、令和６年５月、今年度の５月から運用を開始しております。これは、国

保の被保険者のスマートフォンなどで、自身の経年的な健診結果であるとか、

生活習慣の改善ポイント、また、将来の疾病リスクを把握するツールとして活

用をいただいております。今年度は、ＡＩを活用した疾病リスクの予測、また、

生活習慣の改善提案の機能を実装しまして、ちょうど本日、２６日にリリース

しております。今後も、新規ユーザーの獲得に取り組んでまいりたいと考えて

おります。この具体的な機能拡充の内容ですが、ＡＩを活用することで、膨大

な学習データに基づく予測精度が向上しております。また、糖尿病、高血圧、

脂質異常症の３疾病であった予測対象疾病を、６疾病に拡充しまして、加えて

心疾患、脳血管疾患、ＣＯＰＤなども予測できるようになりました。また、特

定健診の未受診者の方々についても、入力をしていただくことで発症リスクの

予測ができるようになりまして、手が届きにくかった健康状態の不明者のアプ

ローチにもつながっていくものと考えております。 

 ５の令和７年度、次年度に向けたデータセンターの取組になりますが、これ
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まで国保や後期のデータを使っていたところですが、今後は、地域住民全体の

健康増進に向け、被用者保険のデータの利活用にも取り組んでまいります。ま

た、アプリについては、保険者の保健指導に利用していただくなど、新規のユ

ーザー獲得と活用の幅の拡大に取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

入江審査課長 続きまして、１６ページになります、介護分野における新た

な取組について、ご説明をいたします。 

 現在、介護サービス利用者の情報を電子的に格納して関係者間で連携するた

めの介護情報基盤の開発を、国からの委託によりまして国保中央会が行ってお

ります。令和８年度に稼働を開始することとなっておりますが、これに関連し

て、本県で既に取組を始めているもの、また、今後取り組もうとしているもの

についてご説明をさせていただきます。 

 まず、既に取り組みを始めているものでございますが、ケアプランデータ連

携システムの導入促進についてでございます。介護情報基盤を有効なものにす

るためには、多くのデータが基盤に集約されてくる必要がありますが、居宅介

護支援事業所、いわゆるケアプランを立てる事業所とサービス事業所が相互に

やり取りするケアプランについては、紙からデータへの移行が全国的に進んで

いない状況でございました。そこで国は、令和５年度からケアプランデータ連

携システムを稼働させ、ソフトウエアベンダーの垣根を超えて介護事業所間で

データ連携を行う仕組みを整備してきたところです。本会では、稼働当初から

事業所への説明会や、それから操作体験会を開催するなどして、積極的に推進

してきたところですが、その効果もあってというところかは分かりませんが、

記載の表のとおり、現時点で全国１位の導入率の状況となってございます。し

かし、全国的に見ても、まだまだ導入率は低迷しておりまして、国のほうでも、

７年度からフリーパスという無償利用の期間を設定するなど、利用促進の取組

を強化してきております。本会においても、導入した事業所からの好事例を県

内に横展開していくなど、さらなるシステムの導入促進を図り、介護情報基盤

に多くのデータが集まるように、引き続き取り組んでまいります。 

 次に、これから取り組もうとしているものでございます。介護情報基盤の利

活用方法について、今年度、各市町村からヒアリングをさせていただく中で、

共通して多かったご意見に、要介護認定業務への負担というものがございまし

た。具体的には、認定調査書や主治医意見書が紙ベースであることでの事務の

非効率さ、それから、鳥取県が実施されている研修を受講し登録を得る必要の

ある認定調査員の一時的な不足ですとか、認定審査会委員も含めたそもそもの

マンパワー不足、それから、広域行政管理組合にある認定審査会システムへの

費用負担等々がございました。特に、ポンチ絵にあります一次判定までの業務

は、現在、市町村が個別に行っていまして、今後の介護申請の増加に伴って、

ますます事務負担が増大していくことが懸念されます。本会は、これまで認定

業務に関与してこなかったため、全くノウハウは今のところございませんが、

介護情報基盤に集約される様々な情報を活用しながら、この一次判定に係る業
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務を効率化し、さらに、本会で一元化することができれば、課題解消の方策と

なると考えておりまして、現在、国保中央会で開催されております保険者支援

のためのワーキングにおいても、それを実現できるように訴えているところで

ございます。また、デスクワークだけでなく、認定調査の現場にもしっかり関

わりながら、本会で担える業務の範囲を広げていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 続きまして、１７ページでございます。自治体検診ＤＸについて、ご説明を

いたします。 

 国は、医療ＤＸの推進に関する行程表に沿いまして、全国医療情報プラット

フォームの構築を進めておりますけれども、自治体検診についても、令和８年

度から自治体検診ＤＸ推進モデル事業が開始される予定となっておりまして、

自治体システムの標準化対応をした市町村より順次これに参加可能となり、デ

ジタル運用へのシフトが始まろうとしております。本会では、この運用におい

て、費用請求支払事務と匿名化等のデータを厚労省へ報告するという、２つの

事務を担うこととなっております。規模感としましては、下の表のほうに載せ

ておりますけれども、標準化される各種検診の種類、４種類と、令和４年度の

取扱件数としては、約１７万件というところでございます。自治体検診ＤＸに

よる効果についても、中ほどに記載させていただいておりますが、自治体につ

いては、赤枠で示しているとおり、ペーパーレス化に伴う郵送作業やコストの

削減、システムへのデータ入力作業の削減、加えて、請求支払事務を国保連が

行うということで、事務コストの削減がございますが、これだけでもメリット

となりますけれども、本会としましては、このＤＸにより検診情報が標準シス

テム準拠データとなれば、各種検診データを活用した分析がより容易に行える

ようになるというふうにも考えておりまして、医療情報等、他のデータと連携

した分析業務にも取り組んでいくことが可能と考えております。また、８年度

から開始される、先ほども触れましたモデル事業の参加を検討されている場合

の支援ですとか、さらに、受診時のマイナンバーカード利用促進に係る住民へ

の広報ですとか、こういった面で市町村と共同していければというふうに考え

てございます。 

議長 ２から４まで、一括して説明がございました。 

 皆様のほうからご質疑、ご意見はございますでしょうか。 

 どうぞ、陶山町長。 

陶山会員 すみません、南部町の陶山です。大変お恥ずかしい話なのですけ

れども、１４ページの分析データを今見ると、西部が、異常に使ったデータ数

が少ないのですけれども、この原因は何なのかといったことをお聞きしたいの

と、もう一つは、住民向けアプリですけれども、これは、すみません、どこか

らどうやってインストールするのですか。誰がこれ、広報活動をしているのか

を教えていただけませんか、お願いします。 

坂本事業推進課長 １４ページの保険者別の活用の回数のことでしょうか。 

陶山会員 はい。 
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坂本事業推進課長 これは、使っていただいていないように見えるかもしれ

ないですけれども、ログインの回数を見ておりまして、なぜ使っていただいて

いないかというと、こちらで把握している範囲では、ＫＤＢそのものを見てい

ただいているということはお聞きしておりますけれどもアプリの活用は中部の

ほうでたくさん使っていただいているので、これからも、こちらからアプロー

チしていこうというふうに考えています。活用すればすごく効率的だというこ

とは現場で活用している担当者からは伺っています。 

陶山会員 すみません、西部が怠けているのか、中部が一生懸命なのか、何

で中部がこんな一生懸命なのでしょうか。この数字の理屈はないのですか。 

議長 なかなか、ちょっとそれは、陶山町長、分からないと思いますわ。実際、

現場で使っておられる職員にお尋ねしないと。それこそ、ログイン回数をいう

と、開いたときにぱっと全体を見ているかも分かりませんし、１回ずつカウン

トすれば、一番、北栄町さんもたくさん使っておられるようですから、また参

考にしていただけたらと思いますけれども。 

坂本事業推進課長 北栄町、倉吉市、湯梨浜町の担当者にお尋ねしましたら、

保健指導のときに確認しているということで、すごく事務効率が上がったとい

うことを、保健師さんのほうから伺いました。 

陶山会員 ４０分の１ですよ、これ。 

議長 後で確認をお願いします。 

 住民向けアプリの関係はいかがですか。 

坂本事業推進課長 アプリの広報は、国保連合会のほうからもメディアを通

じてしておりますし、県のほうも、県政だよりであるとか、新聞にも載せてい

ただいたりとか、キャラバンも各市町村に集団検診の場で、今年度でいいます

と、６０回以上お邪魔をさせていただいてしております。 

 ログインですけれども、国保連合会のホームページからもできますし、チラ

シの配布や、町報の中にも入れていただいたりしておるところです。 

小倉常務理事 アプリから。 

坂本事業推進課長 アプリのＱＲコードで読めるようになっています。 

陶山会員 そうですか。はい、ありがとうございます。 

議長 よろしいでしょうか。 

陶山会員 はい、結構です。 

議長 そのほかいかがでしょうか。 

 なければ、この件については以上とさせていただきます。 

 では、続いて、５の本会払込請求書利用に係る振込手数料有料化について、

事務局より説明をお願いいたします。 

田渕総務課長 総務課の田渕です。本会払込請求書利用に係る振込手数料有

料化についてでございます。 

 １、経緯でございますが、これまで本会に振込いただく診療報酬等について

は、本会が作成した請求書を使って山陰合同銀行の窓口にて振込いただく場合

は、手数料が無料となる契約をしていたところです。そのような中、山陰合同
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銀行からデジタル化の急速な進展やキャッシュレスニーズの高まりなど、持続

可能な金融サービスの提供維持に、無料であった手数料を、令和７年４月１日

より、記載のとおり、１件当たり４４０円の有料化にしたいという旨の意向が、

昨年の８月に示されました。 

 本会としては、山陰合同銀行が取り扱う自治体の各種手数料は既に有料化し

ていること、他行も有料であることから、有料化はやむを得ないと考えました

が、このたびの協議が性急過ぎること、保険者への丁寧な説明に時間を要する

こと、そういうことから、適用期日の延期を申入れ、結果、山陰合同銀行の申

出案より１年後ろ倒しにすることで最終案とし、担当課長会議や理事会にて説

明の上了承いただきまして、下の枠内の表の内容にて契約を締結いたしました。 

 山陰合同銀行との契約内容は、各保険者の会計担当の方にも説明をしまして、

理解をいただいているところでございます。なお、ネットバンク利用の場合は、

１件当たり手数料１１０円でございます。これまでの経緯は、枠内のところに

まとめてございます。 

 ３、今後の対応についてでございますが、来年度も本会より払込請求書を発

行いたします。有料化までにネットバンキング利用を予定されている保険者は、

４保険者ございますが、下記に書いてあるとおりのことをご参考にしていただ

きまして、ご対応をいただけたらと考えております。 

 説明は以上でございます。 

議長 説明が終わりました。 

 この件についてご質疑、ご意見はございますでしょうか。１年頑張っていた

だいたということで。 

 では、この件につきましても以上とさせていただきます。 

 では、本日の会議のほうの議題は終了いたしましたが、皆さんのほうで何か

ご意見ありますか。 

 どうぞ。 

渡邉事務局長 すみません、１点。今日、紙で配付させていただいた中に、

令和７年度国保制度改善強化全国大会のチラシを入れております。令和７年は、

１１月１４日金曜日に開催の予定でございます。令和６年度の大会におきまし

てもたくさんのご参加をいただきましたけれども、令和７年度の大会におきま

しても、ぜひご参加をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願い

をいたします。 

 以上でございます。 

議長 令和７年度の国保制度改善強化全国大会のご案内です。 

 そのほか、皆様のほうからございますでしょうか。 

 それでは、先ほど、３月３１日に退任をされるとなりました、常務理事の小

倉さんのほうから、誰が承認したのかよく分からないのですけれども、退任の

ご挨拶をいただきたいと思います。 

小倉常務理事 挨拶の場を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 本年度末で、ちょうど丸７年ということになります。任期としては６月の９
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日まであるのですけれども、一つの区切り、また、県の発表もなされたことで

すし、この年度末をもって退任をさせていただきたいと思っております。 

 この７年間、いろんなことがあったなというふうに思っています。一つは、

着任するまでは、審査支払というのがメインであった、我々の業務ですけれど

も、その中に、このビッグデータを活用した保健指導への反映、これはデータ

分析センターを設けて、産官学の共同分析会議も設けて精力的に展開させてい

ただきました。また、７年とは言っても、うち４年はコロナ禍でありまして、

在宅保健師の会を仕切らせていただき、皆さんの現場にマンパワーの支援をさ

せていただいた、そんなことを思っております。また、リンクワーカーの育成

であるとか、地域職域の連携であるとか、福祉分野にも一歩踏み出させていた

だいた７年間ではなかったかと思っております。 

 先ほども説明しましたけれども、クラウド・バイ・デフォルト、国の無理や

りなデジタル化、もう一歩力及ばずというところはありますけれども、本年度

をもって退任させていただくことにしました。国保連合会、医療・保健・介護

・福祉、多岐にわたる分野の専門的役割、これを皆様とともに前に進めていき

たい、引き続きのご助言、ご指導をお願いいたしまして、退任の挨拶とさせて

いただきます。本当に、長い間ありがとうございました。（拍手） 

議長 ありがとうございました。 

 これからも健康にご留意されまして、第三の人生を満喫いただけたらと思い

ます。 

閉    会  議長 それでは、以上で本日の会の私の任は終わったと思いますので、これ

で議長の任を解かせていただきます。どうも、ご協力ありがとうございました。

（拍手） 

田渕総務課長 長戸町長様、ありがとうございました。 

 これをもちまして、通常総会を閉会させていただきます。ありがとうござい

ました。 

 午後３時５０分、閉会を告げる。 
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